
「公衆栄養学実習　学内編」

（改訂 2版）

追　補

南　山　堂

（2026 年 3 月）

本書の発刊時より次の事項で改正がありましたので差し替えてご使用ください．

　　　　　　　　　　　　●食育基本法に基づく第 4次食育推進基本計画　策定
　　　　　　　　　　　　●妊産婦のための食生活指針　改定
　　　　　　　　　　　　●妊産婦のための食事バランスガイド　改定
　　　　　　　　　　　　●標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6年度版）　改訂

法改正について

健康日本 21（第三次）　2024 年改正

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_
iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html
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本　編　─ 2026 年補足─

（１）　�p.73「D 階層化の手順」表
受診勧奨の判定値は，下表のとおりとなります．

項目名 判定値 項目名 判定値 項目名 判定値 項目名 判定値

収縮期血圧 140 HDL
コレステロール ─ HbA1c 6.5 γ-GT

（γ-GTP） 101

拡張期血圧 90 LDL
コレステロール 120 AST（GOT） 51

血色素
（ヘモグロビン量）

男性
　12.0

中性脂肪 300 空腹時血糖 126 ALT（GPT） 51 女性
　11.0

（２）�　p.71 〜 76 の「第 6章　特定健康診査（特定健診）・特定保健指導」において，「標準的な健診・保健
指導プログラム（令和６年度版）」が改訂されました．資料①を参考ください．

【資料①】健康検査項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値

項目名 保健指導
判定値

受診勧奨判定値（注）
（判定値を超えるレベルの場合，再検査や生活習慣改善
指導等を含め医療機関での管理が必要な場合がある．）

単位

1 収縮期血圧 ≧ 130 ≧ 140 mmHg

2 拡張期血圧 ≧ 85 ≧ 90 mmHg

3 空腹時中性脂肪 ≧ 150 ≧ 300 mg/dL

4 随時中性脂肪 ≧ 175 ≧ 300 mg/dL

5 HDL
コレステロール ＜ 40 ─ mg/dL

6 LDL
コレステロール ≧ 120 ≧ 140 mg/dL

7 Non-HDL
コレステロール ≧ 150 ≧ 170 mg/dL

8 空腹時血糖 ≧ 100 ≧ 126 mg/dL

9 HbA1c
（NGSP） ≧ 5.6 ≧ 6.5 %

10 随時血糖 ≧ 100 ≧ 126 mg/dL

11 AST（GOT） ≧ 31 ≧ 51 U/L

12 ALT（GPT） ≧ 31 ≧ 51 U/L

13 γ-GT
（γ-GTP） ≧ 51 ≧ 101 U/L

14 eGFR ＜ 60＊ ＜ 45＊ mL/min/1.73m2

15 血色素量
［ヘモグロビン値］

≦ 13.0（男性）
≦ 12.0（女性）

≦ 12.0（男性）
≦ 11.0（女性） g/dL

（注�）受診勧奨判定値を超えるレベルの場合，健診受診者本人に健診結果を通知する等の対応の際には，フィードバック文例集を参照・
活用下さい．

※ 1～ 2のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づく．
※ 3～ 7のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」及び「老人保健法による健康診査マニュアル」
　（※旧老人保健法関係）に基づく．
※ 8～ 10 については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の各判定基準に基づく．
※ 11 ～ 13 のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく．
※ 14 のデータ基準については日本腎臓学会「CKD診療ガイド」等に基づく．
※ 15 のデータ基準については，WHOの貧血の判定基準，人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく．
※検査方法については，それぞれの検査項目ごとに 90％以上をカバーするトレーサビリティが取れた日常検査法を記載した．
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健診判定
対応

肥満者の場合 非肥満者の場合

異
常 

 

正
常

受診勧奨判定値を
超えるレベル

収縮期血圧≧ 160mmHg
又は拡張期血圧≧ 100mmHg ①すぐに医療機関の受診を

140mmHg≦収縮期血圧＜ 160mmHg
又は 90mmHg≦拡張期血圧＜ 100mmHg

②生活習慣を改善する努力をした上で，
数値が改善しないなら医療機関の受診を

保健指導判定値を
超えるレベル

130mmHg≦収縮期血圧＜ 140mmHg
又は 85mmHg≦拡張期血圧＜ 90mmHg

③特定保健指導の積極的な
活用と生活習慣の改善を ④生活習慣の改善を

保健指導判定値
未満のレベル

収縮期血圧＜ 130mmHgかつ
拡張期血圧＜ 85mmHg ⑤今後も継続して健診受診を

健診判定
対応

肥満者の場合 非肥満者の場合

異
常 

 

正
常

受診勧奨判定値を
超えるレベル

LDL-C ≧ 180mg/dL 又は TG≧ 500mg/dL
（※空腹時，随時を問わない） ①早期に医療機関の受診を

140mg/dL ≦ LDL-C ＜ 180mg/dL 又は
300mg/dL ≦ TG＜ 500mg/dL
（※空腹時，随時を問わない）

②生活習慣を改善する努力をした上で，医療機関の
受診を

保健指導判定値を
超えるレベル

120mg/dL ≦ LDL-C ＜ 140mg/dL 又は
空腹時 150mg/dL（随時 175mg/dL）≦TG＜
300mg/dL 又は HDL-C ＜ 40mg/dL

③特定保健指導の積極的な
活用と生活習慣の改善を ④生活習慣の改善を

基準範囲内
LDL-C ＜ 120mg/dL かつ
TG＜空腹時 150mg/dL（随時 175mg/dL）
かつHDL-C ≧ 40mg/dL

⑤今後も継続して健診受診を

健診判定
対応

肥満者の場合 非肥満者の場合

血糖
（mg/dL）

HbA1c
（NGSP）（％） 糖尿病治療中＊ 糖尿病未治療＊ 糖尿病治療中＊ 糖尿病未治療＊

異
常 

 

正
常

受診勧奨判
定値を超え
るレベル

126 ～ 6.5 ～
①受診継続，血
糖マネジメント
について確認・
相談を

②定期的に医療機
関を受診していな
ければすぐに医療
機関受診を

③受診継続，血糖
マネジメントにつ
いて確認・相談を

②定期的に医療機
関を受診していな
ければすぐに医療
機関受診を

保健指導判
定値を超え
るレベル

110 ～ 125 6.0 ～ 6.4
④受診継続 ⑤特定保健指導の

積極的な活用と生
活習慣の改善を，
また，精密検査を
推奨

⑥受診継続 ⑦生活習慣の改善
を
ぜひ精密検査を

100 ～ 109 5.6 ～ 5.9
⑧生活習慣の改善
を
リスクの重複等あ
れば精密検査を

基準範囲内 ～ 99 ～ 5.5 ⑨肥満改善と健診
継続を

⑩今後も継続して
健診受診を

＊「標準的な質問票」の「2 b．血糖を下げる薬又はインスリン注射の使用の有無」に対する回答による．
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本　編　─ 2021 年補足─

（１）　�p.9 〜 p.11 の「第 3次食育推進基本計画」において，「第 4次食育推進基本計画」が策定されました．
資料①および②を参考ください．

「２　第 3次食育推進基本計画」
B．第 3次食育推進基本計画の構成と概要
C．食育の推進に関する施策についての基本的な方針
D．食育の推進の目標に関する事項
表 2-3　食育推進計画の 5つの重点課題と具体的目標

（２）p.11 「3　母子保健における公衆栄養施策」
A．妊娠・出産期を対象とする栄養教育実習
【旧】（6〜 7行目）
このような現状から，2006 年 2 月に「妊産婦のための食生活指針」（「健やか親子 21」推進検討会報告）
が作成されました（表 2-4）．

【新】
このような現状から，2006 年 2 月に「妊産婦のための食生活指針」（「健やか親子 21」推進検討会報告）
が作成され，2021 年 3 月にはその改定が行われました（表 2-4）．

【旧】（p.12 〜 p.13）
表 2-4　妊産婦のための食生活指針
図 2-1　妊産婦のための食事バランスガイド

【新】
表 2-4　妊産婦のための食生活指針（差し替え）
図 2-1　妊産婦のための食事バランスガイド（差し替え）

【旧】（p.12）
表 2-5　体格区分（妊娠全期間を通しての推奨体重増加量）

【新】

表 2-5　妊娠中の体重増加量の目安
妊娠中の体重増加指導の目安＊1

妊娠前の体格＊2 体重増加量指導の目安

低体重（やせ）：BMI18.5 未満 12 〜 15kg

ふつう：BMI18.5 以上 25.0 未満 10 〜 13kg

肥満（1度）：BMI25.0 以上 30.0 未満 7〜 10kg

肥満（2度以上）：BMI30.0 以上 個別対応（上限 5kg までが目安）
＊ 1　�「増加量を厳格に指導する根拠は必ずしも十分ではないと認識し，個人差を考慮したゆるやかな指導を心がける」産婦人科診療

ガイドライン産科編　2020 CQ 010 より
＊ 2　日本肥満学会の肥満度分類に準じた．� （厚生労働省パンフレット）

別　冊（実習ワークシート）

【旧】（p.2）
演習・実習─ 2-2　「第 3次食育推進基本計画」目標

【新】「第 4次食育推進基本計画」目標
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【
資
料
①
】　
厚
生
労
働
省
：
第
4
次
食
育
推
進
基
本
計
画
（
令
和
３
～
７
年
度
）
の
概
要

①
多
様
な
関
係
者
の
連
携
・
協
働
の
強
化
，
②
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
推
進
計
画
の
作
成
等
と
こ
れ
に
基
づ
く
施
策
の
促
進
　
等

食
育
基
本
法

○
食
は
命
の
源
．
食
育
は
生
き
る
上
で

の
基
本
で
あ
り
，
知
育
・
徳
育
・
体

育
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
と
位
置

付
け
．

○
「
食
」
に
関
す
る
知
識
と
「
食
」
を

選
択
す
る
力
を
習
得
し
，
健
全
な
食

生
活
を
実
践
で
き
る
人
間
を
育
て
る

食
育
を
推
進
．

○
食
育
推
進
会
議
（
会
長
：
農
林
水
産

大
臣
）
に
お
い
て
食
育
推
進
基
本
計

画
を
策
定
（
平
成
18
・
23
・
28
年
）

○
地
方
公
共
団
体
に
は
，
国
の
計
画
を

基
本
と
し
て
都
道
府
県
・
市
町
村
の

食
育
推
進
計
画
を
作
成
す
る
努
力
義

務

＜
食
を
め
ぐ
る
現
状
・
課
題
＞

・
生
活
習
慣
病
の
予
防

・
高
齢
化
，
健
康
寿
命
の
延
伸

・
成
人
男
性
の
肥
満
，
若
い
女
性
の
や

せ
，
高
齢
者
の
低
栄
養

・
世
帯
構
造
や
暮
ら
し
の
変
化

・
農
林
漁
業
者
や
農
山
漁
村
人
口
の
高

齢
化
，
減
少

・
総
合
食
料
自
給
率（
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
）

38
％
（
令
和
元
年
度
）

・
地
球
規
模
の
気
候
変
動
の
影
響
の
顕

在
化

・
食
品
ロ
ス
（
推
計
）

61
2万
ト
ン
（
平
成
29
年
度
）

・
地
域
の
伝
統
的
な
食
文
化
が
失
わ
れ

て
い
く
こ
と
へ
の
危
惧

・
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
「
新
た
な
日

常
」
へ
の
対
応

・
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化

・
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
SD
G
s）

へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

基
本
的
な
方
針
（
重
点
事
項
）

国
民
の
健
康
の
視
点

横
断
的
な
視
点

食
育
推
進
の
目
標

施
策
の
推
進
に
必
要
な
事
項

推
進
す
る
内
容

＜
重
点
事
項
＞

生
涯
を
通
じ
た
心
身
の
健
康
を
支
え
る
食
育
の
推
進

＜
横
断
的
な
重
点
事
項
＞
　「
新
た
な
日
常
」
や
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
応
し
た
食
育
の
推
進

・
こ
れ
ら
を
SD
Gs
の
観
点
か
ら
相
互
に
連
携
し
て
総
合
的
に
推
進

社
会
・
環
境
・
文
化
の
視
点

＜
重
点
事
項
＞

持
続
可
能
な
食
を
支
え
る
食
育
の
推
進

・
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
食
生
活
の
実
践

・
産
地
や
生
産
者
へ
の
意
識

・
学
校
給
食
で
の
地
場
産
物
を
活
用
し
た
取
組
等
の
増
加

・
環
境
に
配
慮
し
た
農
林
水
産
物
・
食
品
の
選
択
　
　
　
等

1．
家
庭
に
お
け
る
食
育
の
推
進
：

・
乳
幼
児
期
か
ら
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
形
成

・
在
宅
時
間
を
活
用
し
た
食
育
の
推
進

2．
学
校
，
保
育
所
等
に
お
け
る
食
育
の
推
進
：

・
栄
養
教
諭
の
一
層
の
配
置
促
進

・
学
校
給
食
の
地
場
産
物
利
用
促
進
へ
連
携
・
協
働

7．
食
品
の
安
全
性
，
栄
養
そ
の
他
の
食
生
活
に
関
す
る
調
査
，
研
究
，
情
報
の
提
供
及
び
国
際
交
流
の
推
進
：

・
食
品
の
安
全
性
や
栄
養
等
に
関
す
る
情
報
提
供
　
・
食
品
表
示
の
理
解
促
進

4．
食
育
推
進
運
動
の
展
開
：
食
育
活
動
表
彰
，
全
国
食
育
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
，
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
対
応

3．
地
域
に
お
け
る
食
育
の
推
進
：

・
健
康
寿
命
の
延
伸
に
つ
な
が
る
食
育
の
推
進

・
地
域
に
お
け
る
共
食
の
推
進

・
日
本
型
食
生
活
の
実
践
の
推
進

・
貧
困
等
の
状
況
に
あ
る
子
供
に
対
す
る
食
育
の
推
進

5．
生
産
者
と
消
費
者
と
の
交
流
促
進
，
環
境
と
調
和
の
と

れ
た
農
林
漁
業
の
活
性
化
等
：

・
農
林
漁
業
体
験
や
地
産
地
消
の
推
進

・
持
続
可
能
な
食
に
つ
な
が
る
環
境
に
配
慮
し
た
消
費
の
推
進

・
食
品
ロ
ス
削
減
を
目
指
し
た
国
民
運
動
の
展
開

6．
食
文
化
の
継
承
の
た
め
の
活
動
へ
の
支
援
等
：

・
中
核
的
な
人
材
の
育
成
や
郷
土
料
理
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

や
国
内
外
へ
の
情
報
発
信
な
ど
，
地
域
の
多
様
な
食
文
化

の
継
承
に
つ
な
が
る
食
育
の
推
進

・
学
校
給
食
等
に
お
い
て
も
，
郷
土
料
理
の
歴
史
や
ゆ
か

り
，
食
材
な
ど
を
学
ぶ
取
組
を
推
進

連 携
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【
資
料
②
】　
農
林
水
産
省
：
第
4
次
食
育
推
進
基
本
計
画
に
お
け
る
食
育
推
進
に
当
た
っ
て
の
目
標

目
標 具
体
的
な
目
標
値
（
追
加
・
見
直
し
は
 太
枠
内
 の
目
標
値
）

現
状
値

（
令
和
2
年
度
）
目
標
値

（
令
和
7
年
度
）

1
食
育
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
国
民
を
増
や
す

①
食
育
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
国
民
の
割
合

83
.2％

90
％
以
上

2
朝
食
又
は
夕
食
を
家
族
と
一
緒
に
食
べ
る
「
共
食
」
の
回
数
を
増
や
す

②
朝
食
又
は
夕
食
を
家
族
と
一
緒
に
食
べ
る
「
共
食
」
の
回
数

週
9.6
回

週
11
回
以

上

3
地
域
等
で
共
食
し
た
い
と
思
う
人
が
共
食
す
る
割
合
を
増
や
す

地
域
等
で
共
食
し
た
い
と
思
う
人
が
共
食
す
る
割
合

70
.7％

75
％
以
上

4
朝
食
を
欠
食
す
る
国
民
を
減
ら
す

④
朝
食
を
欠
食
す
る
子
供
の
割
合

4.6
％
※

0

⑤
朝
食
を
欠
食
す
る
若
い
世
代
の
割
合

21
.5％

15
％
以
下

5
学
校
給
食
に
お
け
る
地
場
産
物
を
活
用
し
た
取
組
等
を
増
や
す

⑥
�栄
養
教
諭
に
よ
る
地
場
産
物
に
係
る
食
に
関
す
る
指
導
の
平
均
取
組
回

数
月
9.1
回
※
月
12
回
以
上

⑦
�学
校
給
食
に
お
け
る
地
場
産
物
を
使
用
す
る
割
合
（
金
額
ベ
ー
ス
）
を

現
状
値
（
令
和
元
年
度
）
か
ら
維
持
・
向
上
し
た
都
道
府
県
の
割
合

―
90
％
以
上

⑧
�学
校
給
食
に
お
け
る
国
産
食
材
を
使
用
す
る
割
合
（
金
額
ベ
ー
ス
）
を

現
状
値
（
令
和
元
年
度
）
か
ら
維
持
・
向
上
し
た
都
道
府
県
の
割
合

―
90
％
以
上

6
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
食
生
活
を
実
践
す
る
国
民
を
増
や
す

⑨
�主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
組
み
合
わ
せ
た
食
事
を
1
日
2
回
以
上
ほ
ぼ
毎

日
食
べ
て
い
る
国
民
の
割
合

36
.4％

50
％
以
上

⑩
�主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
組
み
合
わ
せ
た
食
事
を
1
日
2
回
以
上
ほ
ぼ
毎

日
食
べ
て
い
る
若
い
世
代
の
割
合

27
.4％

40
％
以
上

⑪
1
日
当
た
り
の
食
塩
摂
取
量
の
平
均
値

10
.1g

※
8g
以
下

⑫
1
日
当
た
り
の
野
菜
摂
取
量
の
平
均
値

28
0.5
g
※
35
0g
以
上

⑬
1
日
当
た
り
の
果
物
摂
取
量
10
0g
未
満
の
者
の
割
合

61
.6％

※
30
％
以
下

注
）
�学
校
給
食
に
お
け
る
使
用
食
材
の
割
合
（
金
額
ベ
ー
ス
，令
和
元
年
度
）
の
全
国
平
均
は
，地
場
産
物
52
.7％
，

国
産
食
材
87
％
と
な
っ
て
い
る
．

目
標 具
体
的
な
目
標
値
（
追
加
・
見
直
し
は
 太
枠
内
 の
目
標
値
）

現
状
値

（
令
和
2
年
度
）
目
標
値

（
令
和
7
年
度
）

7
生
活
習
慣
病
の
予
防
や
改
善
の
た
め
に
，
ふ
だ
ん
か
ら
適
正
体
重
の
維
持
や
減
塩
等
に
気
を
つ
け
た

食
生
活
を
実
践
す
る
国
民
を
増
や
す

⑭
�生
活
習
慣
病
の
予
防
や
改
善
の
た
め
に
，
ふ
だ
ん
か
ら
適
正
体
重
の
維

持
や
減
塩
等
に
気
を
つ
け
た
食
生
活
を
実
践
す
る
国
民
の
割
合

64
.3％

75
％
以
上

8
ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で
食
べ
る
国
民
を
増
や
す

⑮
ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で
食
べ
る
国
民
の
割
合

47
.3％

55
％
以
上

9
食
育
の
推
進
に
関
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
数
を
増
や
す

⑯
�食
育
の
推
進
に
関
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
に
お
い
て
活
動
し
て
い

る
国
民
の
数

36
.2
万
人
※
37
万
人
以
上

10
農
林
漁
業
体
験
を
経
験
し
た
国
民
を
増
や
す

⑰
農
林
漁
業
体
験
を
経
験
し
た
国
民
（
世
帯
）
の
割
合

65
.7％

70
％
以
上

11
産
地
や
生
産
者
を
意
識
し
て
農
林
水
産
物
・
食
品
を
選
ぶ
国
民
を
増
や
す

⑱
産
地
や
生
産
者
を
意
識
し
て
農
林
水
産
物
·食
品
を
選
ぶ
国
民
の
割
合

73
.5％

80
％
以
上

12
環
境
に
配
慮
し
た
農
林
水
産
物
・
食
品
を
選
ぶ
国
民
を
増
や
す

⑲
環
境
に
配
慮
し
た
農
林
水
産
物
・
食
品
を
選
ぶ
国
民
の
割
合

67
.1％

75
％
以
上

13
食
品
ロ
ス
削
減
の
た
め
に
何
ら
か
の
行
動
を
し
て
い
る
国
民
を
増
や
す

⑳
食
品
ロ
ス
削
減
の
た
め
に
何
ら
か
の
行
動
を
し
て
い
る
国
民
の
割
合

76
.5％
※

80
％
以
上

14
地
域
や
家
庭
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的
な
料
理
や
作
法
等
を
継
承
し
，
伝
え
て
い
る
国
民
を
増

や
す

�
�地
域
や
家
庭
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的
な
料
理
や
作
法
等
を
継
承

し
，
伝
え
て
い
る
国
民
の
割
合

50
.4％

55
％
以
上

�
郷
土
料
理
や
伝
統
料
理
を
月
1
回
以
上
食
べ
て
い
る
国
民
の
割
合

44
.6％

50
％
以
上

15
食
品
の
安
全
性
に
つ
い
て
基
礎
的
な
知
識
を
持
ち
，
自
ら
判
断
す
る
国
民
を
増
や
す

�
�食
品
の
安
全
性
に
つ
い
て
基
礎
的
な
知
識
を
持
ち
，
自
ら
判
断
す
る
国

民
の
割
合

75
.2％

80
％
以
上

16
推
進
計
画
を
作
成
・
実
施
し
て
い
る
市
町
村
を
増
や
す

�
推
進
計
画
を
作
成
・
実
施
し
て
い
る
市
町
村
の
割
合

87
.5％

※
10
0％

※
は
令
和
元
年
度
の
数
値
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表 2-4　妊産婦のための食生活指針

（厚生労働省：妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針）



8

図 2-1　妊産婦のための食事バランスガイド

（厚生労働省：妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針）
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国の「第 4次食育推進基本計画」目標値の空欄を埋めましょう．

目標

具体的な目標値 現状値
（令和 2年度）

目標値
（令和 7年度）

1 食育に関心をもっている国民を増やす

①食育に関心を持っている国民の割合 83.2％

2 朝食または夕食を家族と一緒に食べる「供食」の回数を増やす

②朝食または夕食を家族と一緒に食べる「供食」の回数 週 9.6 回 週 11 回以上

3 地域等で供食したいと思う人が供食する割合を増やす

③地域等で供食したいと思う人が供食する割合 70.7％ 75％以上

4 朝食を欠食する国民を減らす

④朝食を欠食する子供の割合 4.6％

⑤朝食を欠食する若い世代の割合 21.5％ 15％以下

5 学校給食における地場産物を活用した取組等を増やす

⑥栄養教諭による地場産物にかかる食に関する指導の平均取組回数 月 9.1 回 月 12 回以上

⑦学校給食における地場産物を使用する割合を現状値から維持・向上した都道府県の割合 ―

⑧学校給食における国産食材を使用する割合を現状値から維持・向上した都道府県の割合 ― 90％以上

6 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす

⑨主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1日 2回以上ほぼ毎日食べている国民の割合 36.4％ 50％以上

⑩主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日 2回以上ほぼ毎日食べている若い世代の割合 27.4％

⑪ 1日当たりの食塩摂取量の平均値 10.1g 8g 以下

⑫ 1日当たりの野菜摂取量の平均値 280.5g 350g 以上

⑬ 1日当たりの果物摂取量 100g 未満の者の割合 61.6％ 30％以下

7 生活習慣病の予防や改善のために，ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践する国民を増やす

⑭�生活習慣病の予防や改善のために，ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食
生活を実践する国民の割合 64.3％

8 ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす

⑮ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合 47.3％ 55％以上

9 食育の推進にかかわるボランティアの数を増やす

⑯食育の推進にかかわるボランティア団体等において活動している国民の数 36.2 万人 37 万人以上

10 農林漁業体験を経験した国民を増やす

⑰農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合 65.7％ 70％以上

11 産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす

⑱産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合 73.5％ 80％以上

12 環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす

⑲環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民の割合 67.1％

13 食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす

⑳食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合 76.5％

14 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し，伝えている国民を増やす

�地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し，伝えている国民の割合 50.4％ 55％以上

�郷土料理や伝統料理を月 1回以上食べている国民の割合 44.6％ 50％以上

15 食品の安全性について基礎的な知識を持ち，自ら判断する国民を増やす

�食品の安全性について基礎的な知識を持ち，自ら判断する国民の割合 75.2％ 80％以上

16 推進計画を作成・実施している市町村を増やす

�推進計画を作成・実施している市町村の割合 87.5％

演習・実習
ワークシート２－２

✂︎

「第 4次食育推進基本計画」目標


